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介護予防支援・介護予防ケアマネジメント利用 重要事項説明書 

 

                        

 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供を開始するにあたり、利用者様に説

明すべき事項は次のとおりです。 

 

１ 事業所の名称及び所在地 

名    称 君津市東部地域包括支援センター 

所 在 地  君津市広岡３７５番地 

電 話 番 号  ０４３９－２７－０７１０ 

代表者氏名  理事長  水野谷 繁 

設立年月日  平成２８年 ４月 １日 

 

２ 通常の事業の実施地域 

   君津市東部地区（小櫃 上総） 

 

３ 営業日及び営業時間 

営業日 

及び 

休  日 

月曜日 ～ 金曜日 

 

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は休日 

 

営業時間 

 

 

午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

 

４ 職員の職種及び員数 

職      種 常勤人数 

保健師またはこれに準ずる者                １名以上 

社会福祉士またはこれに準ずる者      １名以上 

主任介護支援専門員      １名以上 

事務員          １名 

  なお、上記職種のうち１名を管理者とする。 
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５ 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの概要及び手順 

 （1）概要 

   介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント（以下「介護予防支援サービス」という。）

は、「本人ができることはできる限り本人が行う」ことを基本とし、利用者様の生活機

能の向上に対する意欲を引き出し、介護予防サービス（福祉用具貸与など）及び君津市

が実施する介護予防・生活支援サービス事業等利用後の生活をわかりやすくイメージ

できるよう、具体的な日常生活における行為について目標を明確にし、介護予防等を適

切に利用する計画を作成し、必要に応じて見直しを行います。 

 （2）手順 

   ①利用者様と君津市東部地域包括支援センターとで、契約を締結します。 

②介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス事業（以下「介護予防サービス

等」という。）を利用したい場合、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネ

ジメント依頼（変更）届出書を提出します。 

   ③ご相談しながら、介護予防サービス・支援計画を作成します。 

    ※ 作成の際には、複数の介護予防サービス事業者の紹介を受けることが可能です。

また、作成した計画において、介護予防サービス事業者の選定理由を求めるこ

とが可能ですので、希望する場合は申し出ください。 

   ④利用者様は、介護予防サービス等を受けます。 

   ⑤利用者様のサービス状況を把握します。 

   ⑥計画の達成状況を把握します。 

    ※ 介護予防支援サービスを提供するにあたっては、国が示している介護予防ケア

マネジメント・ケアプラン様式を使用します。 

 

６ 介護予防支援サービスの担当事業者 

    介護予防支援サービスを行う担当者は別紙のとおりです。介護予防支援サービスの

内容の一部を君津市東部地域包括支援センターが委託している居宅介護支援事業者が

行う場合があります。 

 

７ 利用料 

   介護予防支援サービスの利用料は、介護保険制度から全額給付されますので、自己負

担はありません。 

   ただし、介護保険料の滞納等により、法定代理受理ができなくなった場合、１か月ご

とに「指定介護予防支援提供証明書」を発行いたします。その提供証明書を後日市役所

の窓口に提出しますと、支払った料金が全額払い戻しされます。 
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８ 介護予防支援サービスの利用方法 

 （1）介護予防支援サービスの利用の開始に際しては、利用者様と君津市東部地域包括支

援センターと契約が必要です。 

 （2）利用者様の都合により、介護予防支援サービスを終了する場合には、事前にお申し

出ください。 

 （3）介護予防支援サービスの提供に際しては、君津市東部地域包括支援センターの事業

の実施地域が決まっておりますので、介護予防支援サービスの提供が困難である場

合は、他の事業者をご紹介する等の措置をとらせていただきます。 

 

９ 介護予防支援サービスの特徴等 

 （1）事業の実施概要 

   地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続していけるよう、本人ができ

ることはできる限り本人が行うことを基本としつつ、利用者様のできることをともに

発見し、主体的な活動と参加意欲を高めることを目指します。 

   また、利用者様の介護予防に係わる介護予防サービス等の適切な利用を支援します。 

 （2）事業の運営方針 

   ①利用者様が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができる

よう配慮します。 

   ②利用者様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者様の選択に基づ

き、適切な保健医療サービス及び福祉サービス等が、多様な業者から、総合的かつ

効率的に提供されるよう配慮します。 

   ③介護予防支援サービスの提供にあたっては、利用者様の意思及び人格を尊重し、常

に利用者様の立場に立って、提供する介護予防サービス等が特定の種類や事業者

に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 

   ④事業の運営にあたっては、君津市、居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事

業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサ

ービスを含めた地域における様々な取組み等との連携に努めます。 

 

１０ 介護予防支援サービスに関する相談苦情先 

相談苦情等の連絡先 電 話 番 号 

君津市東部地域包括支援センター 

【センター内】 
０４３９－２７－０７１０ 

君津市介護保険課 

   （介護推進係） 

【君津市役所内】 

０４３９－５６－１７３６ 
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１１ 事故発生時の対応 

   介護予防支援サービスの提供などにより事故が発生した場合には、速やかに利用者

様のご家族等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

１２ 秘密保持等 

 （1）担当職員は、業務上知り得た利用者様またはそのご家族の秘密を保持します。また、

担当職員でなくなった後においても、同様にその秘密を保持します。 

 （2）利用者様またはご家族の個人情報を用いる場合は、利用者様またはご家族の同意を、

あらかじめ文書において得ておくものとします。 

 

１３ 基準の運用について 

君津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平

成30年条例第2号）に定められた基準により、以下の事項について必要な措置を講じ

ます。 

 

   （1) ハラスメントの防止 

ハラスメントは、尊厳や人格を傷つける許されない行為であるばかりでなく、モチ

ベーションの低下やメンタルヘルスの不調を引き起こす要因となり、職場環境の悪化

を招きます。 

君津市人材育成基本方針に従い、定期的にハラスメント研修を実施し、職員への周

知啓発と意識向上に努めます。 

また、利用者等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）についても必要

な措置を講じます。 

 

(2)業務継続計画の策定 

感染症や非常災害の発生時において、事業運営の継続的な実施や非常体制で早期

の運営再開を図るための計画（以下、「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 

 (3)虐待の防止 

担当職員は、虐待の発生またはその再発を防止（以下「虐待防止」という。）する

ための対策について、「君津市高齢者虐待対応連携マニュアル」に基づき、速やかに

状況を把握し、適切な対応をとります。 

また、虐待防止の措置を適切に実施するための担当者を定めて対策を推進します。 
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１４ その他 

 （1）介護予防支援サービスの提供にあたっては、介護保険被保険者証の内容を確認させ

ていただきます。 

 （2）入院する必要が生じた場合は、介護予防支援サービスを行う担当者名及び連絡先を

当該医療機関に伝えてください。 

 （3）この説明書に定めのない重要事項については、利用者様と君津市東部地域包括支援

センターとの協議に基づいて定めるものとします。 
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令和  年  月  日 

 

 私は、介護予防支援サービスの提供開始に際し、「介護予防支援・介護予防ケアマネジメ

ント利用 重要事項説明書」に基づいて、重要事項の交付及び説明を行いました。 

 

               （説明者） 

 

                 事 業 者 名   君津市東部地域包括支援センター 

 

                 説明者氏名             ㊞ 

 

 

 私は、「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント利用 重要事項説明書」の交付により、

事業者から重要事項の説明を受け、介護予防支援サービスの提供開始に同意しました。 

 

               （利用者） 

 

                 利用者氏名            ㊞ 

 

                 代筆者等氏名            ㊞ 

 

 


